
 
 
 
 
 
 

年 
 
 

月 
 
 

日 
日
本
基
督
教
団 

総
会
議
長 
山
北
宣
久
殿 

日
本
基
督
教
団 

 
 
 

教
区 

総
会
議
長 

 
 
 
 
 
 

殿 
 

所 

在 

地 
 

名 
 

称 

日
本
基
督
教
団 

 
 
 
 

教
会 

代
表
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㊞ 
  

教 

会 
規 

則 

変 

更 

承 

認 

申 

請 

書 
 

当
教
会
規
則
を
左
記
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
、
宗
教
法
人
法
第
二
十
六
条
お
よ
び
当
教
会
規
則
第 

 
 

条
に
よ
り
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
い
た
し
ま
す
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記 
                             

 

こ
の
規
則
を
承
認
し
ま
す
。 

 
 
 

年 
 

月 
 

日 

日
本
基
督
教
団 

 
 
 

教
区 

総
会
議
長 

 

こ
の
規
則
に
同
意
し
ま
す
。 

 
 
 

年 
 

月 
 

日 

日
本
基
督
教
団 

総
会
議
長 

山
北 

宣
久 

第
二
条 

 

第
四
条 

こ
の
法
人
は
日
本
基
督
教
団
の
教
憲
、
教
規
及
び
同
教
団
の
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
ひ
ろ
く
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
、
人
々
を

し
て
救
い
の
恩
寵
に
与
ら
せ
、
礼
拝
、
儀
式
及
び
行
事
を
行
い
、
信
徒
を
教
化

育
成
す
る
と
共
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

 

第
六
条 

     

附
則 

１ 

こ
の
規
則
は
こ
の
法
人
が
設
立
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
旧
宗
教
法
人
の
主
管
者
及
び
信
徒
総

代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
規
則
に
よ
る
主
任
担
任
教
師
及
び
総
代
と
す
る
。
正
そ

の
任
期
に
つ
い
て
は
従
前
就
任
の
日
か
ら
起
算
す
る
。 

 

附
則 

 

こ
の
変
更
し
た
規
則
は
京
都
府
知
事
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日 

（
平
成
十
五
年 

 
 

月 
 
 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

     

旧 

  

第
四
条 

こ
の
法
人
は
日
本
基
督
教
団
の
教
憲
、
教
規
及
び
同
教
団
の
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
ひ
ろ
く
キ
リ
ス
ト
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
、
人
々
を

し
て
救
い
の
恩
寵
に
与
ら
せ
、
礼
拝
、
儀
式
及
び
行
事
を
行
い
、
人
々
を
教
化

育
成
す
る
と
共
に
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
る
業
務
及
び

事
業

を
行
う
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

   

第
五
章 

事
業 

第
三
十
八
条 

こ
の
法
人
は
、
公
益
事
業
と
し
て
児
童
館
を
置
く
。
公
益
事
業

に
関
す
る
規
定
は
別
に
定
め
る
。 

 

第
五
章
を
第
六
章
と
し
、
三
十
八
条
と
し
て
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る 

 

附
則 

１ 

こ
の
規
則
は
こ
の
法
人
が
設
立
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
旧
宗
教
法
人
の
主
管
者
及
び
信
徒
総

代
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
規
則
に
よ
る
主
任
担
任
教
師
及
び
責
任
役
員
と
す
る
。

但
し
そ
の
任
期
に
つ
い
て
は
従
前
就
任
の
日
か
ら
起
算
す
る
。 

 

附
則 

 

こ
の
変
更
し
た
規
則
は
東
京
都
知
事
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日 

（
平
成 

 
 

年 
 
 

月 
 

 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
・
・
・ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

新 


